
平成２２年４月１日より加入分担金を変更しました。 
 

変 更 前                             変 更 後 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

分担金の額（円） 給水管の口径 

（mm） 消費税抜き 消費税込み 

１３ \75,000 \78,750 

２０ \200,000 \210,000 

２５ \300,000 \315,000 

３０ \480,000 \504,000 

４０ \760,000 \798,000 

５０ \1,200,000 \1,260,000 

７５ \2,600,000 \2,730,000 

１００ \4,800,000 \5,040,000 

１５０ 管理者が別に定める 

分担金の額（円） 給水管の口径 
（mm） 消費税抜き 消費税込み 

１３ \100,000 \105,000 

２０ \200,000 \210,000 

２５ \380,000 \399,000 

３０ \550,000 \577,500 

４０ \1,000,000 \1,050,000 

５０ \1,200,000 \1,260,000 

７５ \2,600,000 \2,730,000 

１００ \4,800,000 \5,040,000 

１５０ 管理者が別に定める 

赤文字…変更箇所

 
お問い合わせは、桜井市上下水道部 水道施設課 給水係までお願いします。 
TEL：０７４４－４６－０６２０ 


